
  

 

 

 

 

 

 

 

 

７月は｢青少年の非行・被害防止強調月間｣です 
 

本年度もこども家庭庁主唱の下、７月 1 日～31 日を「青少年の非行･被害防止全

国強調月間」として青少年の規範意識の醸成及び社会環境の浄化を図るための諸施

策･諸活動を実施しています。こども家庭庁と静岡県では、下記の重点課題を設定し

て「子供が安心して活躍できる居場所づくり」に取り組んでいます。 

静岡市青少年育成課では、警察･学校･地域の方々と連携し以下の事業を行っています。 

 県内一斉夏季少年補導･立入調査の実施  

例年、夏季･冬季の年２回、関係機関･団体と連携し、県

内全域で一斉補導活動を行っています。本年度の夏季は、

葵・駿河区が７月１４日(金)、清水区が７月２１日(金)に

実施します。 

 補導巡回の強化   

 市青少年育成課職員による青色回転灯装着車両の特別巡回(青パト)を強化しています。 

 横断幕等の設置､啓発リーフレット配付  

静岡市役所静岡庁舎・清水庁舎に横断幕、清水区役所蒲

原支所に懸垂幕を設置しました。さらに７月３日、街頭キ

ャンペーンを警察や関係団体、城内中・大里中の生徒の皆

さんと協力して実施し、市民への啓発リーフレット(次ペ

ージ参照)配布など、強調月間をＰＲしています。 
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＜最重点課題＞ 

インターネット利用におけるこどもの犯罪被害等の防止 
               ＜重点課題＞◎…県独自 

● 有害環境への適切な対応                ● 薬物乱用対策の推進 

● 不良行為及び初発型非行（犯罪）等の防止    ● 再非行（犯罪）の防止 

● 重大ないじめ・暴力行為等の問題行動への対応 ◎ ｢地域の青少年声掛け運動｣の推進 

＜城内中・大里中生徒の配布の様子＞  



◆◆ 子供たちを犯罪被害から守る環境づくりを ◆◆ 

 令和４年中、県内の非行少年の検挙人員は７６０人で、昨年比１５人の増加とな

りました。暴行などの粗暴犯が増加しているほか、児童買春･児童ポルノ禁止法に抵

触する非行の増加や、インターネットの利用に起因した犯罪被害が後を絶たず、青

少年の非行と被害の両面において予断を許さない状況となっています。次代を担う

青少年の育成は、私たち大人の責務であり、家庭・学校・地域・関係団体が相互に

協力しながら、社会一体となって、青少年の健全育成のための取り組みを推進する

必要があります。 

★子供たちをネットの危険から守る正しいスマホの使用を★ 
 静岡市では、７月の強調月間に合わせて中学生保護者への啓発用リーフレット

「いっしょに話し合ってみて‼ルールのこと」を配付しています。日頃からコ

ミュニケーションをとり、子供がインターネットを正しく安全に利用できるよう

に、いっしょに家庭のルールをつくるよう努めましょう。 

 


